
待機児童名簿に自動的に登録されます 令和３年度中の申請は１回 

※５月以降の入所は、毎月の退所に応じた欠員補充となります。 

※登録後は、令和３年５月入所利用調整会議から令和４年２月入所利用

調整会議まで、継続で審査の対象となります。令和３年度分の申請は、

新たな手続きは必要ありません。希望施設や家庭状況に変更がある場

合は、子育て支援課窓口で変更の届け出をしてください。 

 

 

 

 

今回は、「令和３年度４月認可保育施設入所希望 1 次申請」の今後の流れについてお知らせします。 

 

 
 

 

 

 

 

                            

  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

              
 

 

 ※新規申請をされた方は、「支給認定証」もお送りいたします 

 

 

 

 

  

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 子 育 て 支 援 だ よ り 

保育施設の入所についての 

お問い合わせ  

東久留米市役所 子育て支援課 
☎ ０４２－４７０－７７４５ 

 

１次申請利用調整会議の結果発送予定日：令和３年２月１日（月） 

 

入所内定保留の通知が届き、 

希望施設を追加・変更する場合 

 

 

入所内定の通知が届いた場合 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

    入所保留の場合 

 

入所内定の通知が届いた場合 

 

 
入所手続きとなります 
・健康診断受診（園医等） 
・面接（内定園にて） 
・入所（４月１日～） 
 
※地域型保育施設では「支給
認定証」を持参の上、入所
に関する契約をします 

 

 

 

 

 

 

 

０歳児の仮申請をされた方は、対象のお子さんが 

お生まれになりましたら、出生届を提出後、必ず 

子育て支援課で本申請の手続きをしてください。 

期日までに本申請がない場合は、仮申請や内定が取

り消しとなりますのでご注意ください。 

２次申請利用調整会議の結果発送予定日：令和３年３月５日（金） 

 
※２次の結果後、令和３年３月１１日（木）までに内定辞退者が出た場合は、   

内定者のみに「繰り上げ内定通知」を発送します→3 月１７日（水）予定 

 

本申請受付期限：令和３年２月１７日（水）１７時まで 

 

東久留米市子ども家庭部子育て支援課 発行 令和３年１月号 

２ 次 申 請 期 間 

★１次の結果発送後に欠員がある施設のみ、２次利用調整会議を行います。 

★１次申請をした方で、希望施設に追加・変更がない場合は、２次申請を行

う必要はありません。 

★１次申請をしていない方で、新規入所を希望する場合は、必要書類を持参

の上、上記期間に申請してください。 

★２次申請後の希望施設変更も上記期間で受け付けます。（郵送・ＦＡＸ不可） 

 

 

受付期間：令和３年２月３日（水）～２月１５日（月） 

受付場所：子育て支援課窓口（市役所２階） 

受付時間：平日８時３０分～１７時  
※１２時～１３時及び土・日・祝の受付はありません。 

 

「入園のしおり」は、市役所 2 階

子育て支援課窓口で配布している

ほか、市のホームページからもご

覧いただけます。 



「一時保育」についてご紹介します！      

☆東久留米市認可保育園一時保育事業  

           

 

          利用料金 

 

 

 

 

 

 

 ※保育園開所日（土曜日は除く）、保育時間は施設ごとに異なります 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      

    

 

 

     

 

 

ひばり保育園 ひばりが丘団地８－１０ 
    ☏ ０４２－４６３－６６５５ 
 保育時間   ９：００～１７：００ 

わらべみなみ保育園 南町１－８－５１ 
  ☏ ０４２－４５１－７３７３ 

保育時間   ９：００～１７：００ 

かたばみ保育園 前沢１－４－３５ 
  ☏ ０４２－４７９－４０００ 

保育時間   ８：３０～１６：３０ 

上の原さくら保育園 上の原１－２－４４  
☏ ０４２－４７７－１３５９ 

保育時間   ８：３０～１７：００ 

久留米みのり保育園 大門町１－３－４ 
   ☏ ０４２－４７３－１０００ 
保育時間   ８：３０～１６：３０ 

下里しおん保育園 下里７－８－２０ 
   ☏ ０４２－４７４－２９７７ 
保育時間   ８：３０～１７：００ 

こでまり保育園 中央町２－３－５７ 
  ☏ ０４２－４２０－１１４７ 

保育時間   ８：３０～１６：３０ 

 

東久留米おひさま保育園 幸町１－２１－１４ 
   ☏ ０４２－４２０－９７８１ 
保育時間   ９：００～１７：００ 

あそか保育園 下里４－１－２１ 
   ☏ ０４２－４７３－３９７１ 
保育時間   ９：００～１７：００ 

Nicot 東久留米 東本町１－８Emio 東久留米 1 階 

   ☏ ０４２－４７２－２５２１ 

保育時間   ９：００～１７：００ 

わらべ東久留米保育園 幸町１－１－２４ 
  ☏ ０４２－４７０－８７７８ 

保育時間   ９：００～１７：００ 

【対象】 
・東久留米市内に居住する方で、満 1 歳から就学前までのお子さん 
・就労、通学、通院、看護（介護）や、傷病、災害、出産、冠婚葬祭等で断続的、もしくは緊急的に家
庭での保育が困難となる方 
・保護者の育児疲れや私的理由により一時的に保育が必要となる方 
※原則として保育所、幼稚園、認定こども園等に在籍している乳幼児は、対象となりません 

【利用方法】 
・一時保育実施園に直接ご連絡ください 
・利用登録後（登録無料）、各園で決められた予約日に利用希望
日を予約してください 

・希望が通った日に限り、一時保育を利用できます 

【利用限度】 
１園につき 
週３日を限度 
※複数園登録可     

【利用料金】 
１日２,０００円  
半日１,０００円 

日 時：平日（土日祝日、年末年始を除く） 

８時３０分～１１時３０分 １３時～１６時３０分  

場 所：市役所２階 子育て支援課  

連絡先：子育て支援課 利用者支援員 ☏ ０４２－４７０－７７４０（直通） 

※支援員が不在の場合や、お待たせすることがある為、予約をおすすめしています 

※ご連絡の際は「利用者支援員相談」とお伝えください 

 

利用者支援員相談をご利用ください 保育施設の入所申請や市内の保育
サービス等について利用者支援員
がご案内しています。 

リフレッシュでも預けられるの？ 
急用や通院する時、子どもを預け 
られるかな？         
            

 

     


